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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フレームレート変換比が１以上の設定範囲において変更可能に構成され、設定されたフ
レームレート変換比に従って映像信号のフレームレートを変換するフレームレート変換部
と、
　フレームレート変換された映像を表示する表示部と、
　前記映像信号に含まれる一連のフレーム画像における動きベクトルを検出する動きベク
トル検出部と、
　映像コンテンツの種類を検出するコンテンツ検出部と、
　前記動きベクトルに基づいてフレーム画像ごとの動き量を求め、その動き量としきい値
とを比較することにより前記フレームレート変換比を設定するとともに、前記映像コンテ
ンツの種類に基づいて前記しきい値を設定する変換比設定部と
　を備え、
　前記変換比設定部は、
　前記映像コンテンツの種類に基づいて、フレーム画像の変化が大きいと判断した場合に
は、前記しきい値を低い値に設定し、
　前記映像コンテンツの種類に基づいて、フレーム画像の変化が小さいと判断した場合に
は、前記しきい値を高い値に設定し、
　前記フレームレート変換部は、前記映像信号により供給されるオリジナルフレーム画像
のフレーム期間よりも短く、前記設定されたフレームレート変換比に依らない所定の時間
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長を有する固定期間において、フレームレート変換後の各フレーム画像に係る信号部分を
それぞれ出力し、
　前記フレームレート変換比の前記設定範囲の最大値は、２以上の所定の値であり、
　前記所定の時間長は、前記オリジナルフレーム画像の前記フレーム期間の時間長を前記
最大値で除算した時間長以下である
　表示装置。
【請求項２】
　前記フレームレート変換部は、
　１より大きい固定の第１の変換比でフレームレートを変換する第１の変換部と、
　前記第１の変換部から供給された映像信号の一部をフレーム画像ごとに選択的にマスク
することにより、１以下の設定範囲を有する第２の変換比でフレームレートを変換する第
２の変換部と
　を有する
　請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記第１の変換部は、前記オリジナルフレーム画像と、フレーム補間処理により得られ
た固定数の補間フレーム画像とを含む映像信号を生成し、
　前記第２の変換部は、前記第１の変換部から供給された映像信号のうちの、前記固定数
の補間フレーム画像に係る信号部分の一部を選択的にマスクする
　請求項２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記第２の変換部は、マスクする補間フレーム画像の数を変更することにより、前記第
２の変換比を変更する
　請求項３に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記第１の変換部は、前記オリジナルフレーム画像と、そのオリジナルフレーム画像と
同じ固定数の複製フレーム画像とを含む映像信号を生成する
　請求項２に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記第２の変換部は、マスクするオリジナルフレーム画像および複製フレーム画像の数
を変更することにより、前記第２の変換比を変更する
　請求項５に記載の表示装置。
【請求項７】
　前記第１の変換部は、出力する映像信号に含まれる各フレーム画像を識別するためのフ
レーム識別信号をさらに生成し、
　前記第２の変換部は、前記フレーム識別信号に基づいて各フレーム画像に係る信号部分
を選択的にマスクする
　請求項２から請求項６のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項８】
　所定期間ごとに反転する反転信号を生成する反転信号生成部を備え、
　前記表示部は、前記反転信号に基づいて反転駆動され、
　前記第１の変換部は、出力する映像信号に対応した垂直同期信号を生成し、
　前記反転信号生成部は、前記垂直同期信号および前記フレームレート変換比の両方に基
づいて、前記反転信号を反転させる
　請求項２から請求項７のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項９】
　点灯と消灯とを交互に繰り返すバックライトと、
　前記バックライトを制御するバックライト制御部と
　を備え、
　前記表示部は液晶表示部であり、
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　前記第１の変換部は、出力する映像信号に対応した垂直同期信号を生成し、
　前記バックライト制御部は、前記垂直同期信号および前記フレームレート変換比の両方
に基づいて、前記バックライトを制御する
　請求項２から請求項８のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項１０】
　前記フレームレート変換部は、１より大きい前記フレームレート変換比で動作する際、
前記オリジナルフレーム画像と、フレーム補間処理により得られた１または複数の補間フ
レーム画像とを含む映像信号を生成する
　請求項１に記載の表示装置。
【請求項１１】
　前記フレームレート変換部は、前記１または複数の補間フレーム画像の数を変更するこ
とにより、前記フレームレート変換比を変更する
　請求項１０に記載の表示装置。
【請求項１２】
　前記フレームレート変換部は、１より大きい前記フレームレート変換比で動作する際、
前記オリジナルフレーム画像と、そのオリジナルフレーム画像と同じ１または複数の複製
フレーム画像とを含む映像信号を生成する
　請求項１に記載の表示装置。
【請求項１３】
　前記フレームレート変換部は、前記１または複数の複製フレーム画像の数を変更するこ
とにより、前記フレームレート変換比を変更する
　請求項１２に記載の表示装置。
【請求項１４】
　前記変換比設定部は、
　前記動き量が前記しきい値よりも大きい場合には前記フレームレート変換比を大きい値
に設定し、
　前記動き量が前記しきい値よりも小さい場合には前記フレームレート変換比を小さい値
に設定する
　請求項１から請求項１３のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項１５】
　前記コンテンツ検出部は、電子番組表に基づいて前記映像コンテンツの種類を検出する
　請求項１から請求項１４のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項１６】
　映像信号に含まれる一連のフレーム画像における動きベクトルを検出し、前記動きベク
トルに基づいてフレーム画像ごとの動き量を求め、
　映像コンテンツの種類を検出し、前記映像コンテンツの種類に基づいてしきい値を設定
し、
　前記動き量と前記しきい値とを比較することによりフレームレート変換比を１以上の設
定範囲において設定し、そのフレームレート変換比で前記映像信号のフレームレートを変
換し、
　前記映像信号により供給されるオリジナルフレーム画像のフレーム期間よりも短く、前
記設定されたフレームレート変換比に依らない所定の時間長を有する固定期間において、
フレームレート変換後の各フレーム画像に係る信号部分をそれぞれ出力し、
　フレームレート変換された映像を表示し、
　前記しきい値を設定する際、
　前記映像コンテンツの種類に基づいて、フレーム画像の変化が大きいと判断した場合に
は、前記しきい値を低い値に設定し、
　前記映像コンテンツの種類に基づいて、フレーム画像の変化が小さいと判断した場合に
は、前記しきい値を高い値に設定し、
　前記フレームレート変換比の前記設定範囲の最大値は、２以上の所定の値であり、
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　前記所定の時間長は、前記オリジナルフレーム画像の前記フレーム期間の時間長を前記
最大値で除算した時間長以下である
　表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、フレームレート変換を行う機能を有する表示装置、およびそのような表示装
置に用いられる表示方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　表示装置における画質向上のための映像信号処理の一つに、フレーム補間を用いたフレ
ームレート変換がある。このフレームレート変換は、入力された映像の隣接するフレーム
を補間した補間フレームを生成し、入力された映像にその補間フレームを追加するもので
ある（例えば、特許文献１など）。これにより、表示された映像は、より滑らかな映像に
なるとともに、例えば液晶表示装置の場合に画素の状態が１フレームの間保持し続けるこ
とに起因するいわゆる動きボケが低減され、その画質が向上するようになる。
【０００３】
　ところで、電子機器では一般に消費電力の低減が望まれており、表示装置でも、消費電
力の低減を図る様々な方法が提案されている。そのような方法の一つに間欠駆動がある。
例えば、特許文献２，３には、供給された基準規格の映像信号に含まれるフレーム画像を
間引いて表示する表示装置が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－５６６９４号公報
【特許文献２】特開２００１－３１２２５３号公報
【特許文献３】特開２００３－０４４０１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、フレームレート変換によりフレームレートを高くした場合には、画質は
向上するものの、消費電力が増大するおそれがある。また、表示装置を間欠駆動した場合
には、消費電力は低減するものの、画質が低下するおそれがある。
【０００６】
　本開示はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、画質の低下を抑えつつ、
消費電力を低減することができる表示装置および表示方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本開示の表示装置は、フレームレート変換部と、表示部と、動きベクトル検出部と、コ
ンテンツ検出部と、変換比設定部とを備えている。フレームレート変換部は、フレームレ
ート変換比が１以上の設定範囲において変更可能に構成され、設定されたフレームレート
変換比に従って映像信号のフレームレートを変換するものである。表示部は、フレームレ
ート変換された映像を表示するものである。動きベクトル検出部は、映像信号に含まれる
一連のフレーム画像における動きベクトルを検出するものである。コンテンツ検出部は、
映像コンテンツの種類を検出するものである。変換比設定部は、動きベクトルに基づいて
フレーム画像ごとの動き量を求め、その動き量としきい値とを比較することによりフレー
ムレート変換比を設定するとともに、映像コンテンツの種類に基づいてしきい値を設定す
るものである。上記変換比設定部は、映像コンテンツの種類に基づいて、フレーム画像の
変化が大きいと判断した場合には、しきい値を低い値に設定し、映像コンテンツの種類に
基づいて、フレーム画像の変化が小さいと判断した場合には、しきい値を高い値に設定す
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るものである。上記フレームレート変換部は、映像信号により供給されるオリジナルフレ
ーム画像のフレーム期間よりも短く、設定されたフレームレート変換比に依らない所定の
時間長を有する固定期間において、フレームレート変換後の各フレーム画像に係る信号部
分をそれぞれ出力するものである。フレームレート変換比の設定範囲の最大値は、２以上
の所定の値であり、所定の時間長は、オリジナルフレーム画像のフレーム期間の時間長を
最大値で除算した時間長以下である。
【０００８】
　本開示の表示方法は、映像信号に含まれる一連のフレーム画像における動きベクトルを
検出し、動きベクトルに基づいてフレーム画像ごとの動き量を求め、映像コンテンツの種
類を検出し、映像コンテンツの種類に基づいてしきい値を設定し、動き量としきい値とを
比較することによりフレームレート変換比を１以上の設定範囲において設定し、そのフレ
ームレート変換比で映像信号のフレームレートを変換し、映像信号により供給されるオリ
ジナルフレーム画像のフレーム期間よりも短く、設定されたフレームレート変換比に依ら
ない所定の時間長を有する固定期間において、フレームレート変換後の各フレーム画像に
係る信号部分をそれぞれ出力し、フレームレート変換された映像を表示するものである。
上記表示方法では、しきい値を設定する際、映像コンテンツの種類に基づいて、フレーム
画像の変化が大きいと判断した場合には、しきい値を低い値に設定し、映像コンテンツの
種類に基づいて、フレーム画像の変化が小さいと判断した場合には、しきい値を高い値に
設定する。フレームレート変換比の設定範囲の最大値は、２以上の所定の値であり、所定
の時間長は、オリジナルフレーム画像のフレーム期間の時間長を最大値で除算した時間長
以下である。
【０００９】
　本開示の表示装置および表示方法では、映像がフレームレート変換され、その変換後の
映像が表示部に表示される。その際、フレームレート変換は、１以上の設定範囲において
設定されたフレームレート変換比により行われる。このフレームレート変換比は、動き量
と所定のしきい値とを比較することにより設定される。この所定のしきい値は、映像コン
テンツの種類に基づいて設定される。
【発明の効果】
【００１０】
　本開示の表示装置および表示方法によれば、フレームレート変換比を、１以上の設定範
囲において変更可能に構成するとともに、このフレームレート変換比を、動き量および映
像コンテンツの種類に基づいて設定したので、画質の低下を抑えつつ、消費電力を低減す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本開示の第１および第２の実施の形態に係る表示装置の一構成例を表すブロック
図である。
【図２】第１の実施の形態に係る表示処理部の一構成例を表すブロック図である。
【図３】図２に示したフレームレート変換部の動作を説明するための模式図である。
【図４】図２に示したフレームレート変換部の一構成例を表すブロック図である。
【図５】図２に示した動作モード制御部の動作を説明するための説明図である。
【図６】図１に示した液晶表示パネルの一構成例を表すブロック図である。
【図７】図１に示した液晶表示パネルの一構成例を表す説明図である。
【図８】図２に示した動作モード制御部の動作を説明するためのタイミング波形図である
。
【図９】図２に示した表示処理部の一動作例を表すタイミング図である。
【図１０】図２に示した表示処理部の他の動作例を表すタイミング図である。
【図１１】図２に示した表示処理部の他の動作例を表すタイミング図である。
【図１２】第１の実施の形態の変形例に係る表示処理部の一動作例を表すタイミング図で
ある。
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【図１３】第１の実施の形態の他の変形例に係る表示処理部の一動作例を表すタイミング
図である。
【図１４】第１の実施の形態の他の変形例に係るフレームレート変換部の動作を説明する
ための模式図である。
【図１５】第２の実施の形態に係る表示処理部の一構成例を表すブロック図である。
【図１６】図１５に示したフレームレート変換部の一構成例を表すブロック図である。
【図１７】図１５に示した表示処理部の一動作例を表すタイミング図である。
【図１８】図１５に示した表示処理部の他の動作例を表すタイミング図である。
【図１９】図１５に示した表示処理部の他の動作例を表すタイミング図である。
【図２０】第２の実施の形態の変形例に係るフレームレート変換部の一構成例を表すブロ
ック図である。
【図２１】図２０に示した表示処理部の動作例を表すタイミング図である。
【図２２】図２０に示した表示処理部の他の動作例を表すタイミング図である。
【図２３】第３の実施の形態に係る表示装置の一構成例を表すブロック図である。
【図２４】図２３に示した動作モード制御部の動作を説明するための説明図である。
【図２５】図２３に示した表示処理部の一構成例を表すブロック図である。
【図２６】第３の実施の形態の変形例に係る表示処理部の一構成例を表すブロック図であ
る。
【図２７】図２６に示したフレームレート変換部の一構成例を表すブロック図である。
【図２８】変形例に係る表示装置の一構成例を表すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本開示の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、説明は以
下の順序で行う。
１．第１の実施の形態
２．第２の実施の形態
３．第３の実施の形態
【００１３】
＜１．第１の実施の形態＞
［構成例］
（全体構成例）
　図１は、第１の実施の形態に係る表示装置の一構成例を表すものである。なお、本開示
の実施の形態に係る表示方法は、本実施の形態により具現化されるので、併せて説明する
。
【００１４】
　表示装置１は、チューナ１１と、ＨＤＭＩ（登録商標）（High-Definition Multimedia
 Interface）レシーバ１２と、セレクタ１３と、表示処理部２０と、バックライト１４と
、液晶表示パネル４０とを備えている。
【００１５】
　チューナ１１は、アンテナＡntにおいて受信された放送波から、所望の映像信号（スト
リーム）を選択するものである。ＨＤＭＩレシーバ１２は、外部機器（図示せず）から供
給された映像信号を受信するインタフェースである。セレクタ１３は、チューナ１１から
供給された映像信号、およびＨＤＭＩレシーバ１２から供給された映像信号のうちの一方
を選択して映像信号Ｓdisp0として出力するものである。映像信号Ｓdisp0は、この例では
毎秒６０フレームのフレーム画像Ｆを含む映像信号であり、後述するように、画像信号Ｓ
sig0と、水平同期信号Ｈsync0と、垂直同期信号Ｖsync0とを含むものである。なお、映像
信号Ｓdisp0の構成は、これに限定されるものではなく、例えば、これらに加え、液晶表
示パネル４０における表示または非表示を指示する表示イネーブル信号などを有していて
もよい。
【００１６】
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　表示処理部２０は、映像信号Ｓdisp0に対してフレームレート変換などの処理を行い、
その処理結果に基づいてバックライト１４および液晶表示パネル４０を制御するものであ
る。バックライト１４は、例えば、ＬＥＤ（Light Emitting Diode）や、ＣＣＦＬ（Cold
 Cathode Fluorescent Lamp）などを用いて構成され、液晶表示パネル４０に対して面発
光した光を射出するものである。この例では、バックライト１４は、後述するように、点
灯と消灯とを繰り返す、いわゆるブリンキング動作を行うものである。液晶表示パネル４
０は、液晶表示素子を駆動して、バックライト１４から射出した光を変調することにより
表示を行うものである。この例では、液晶表示パネル４０は、４倍速駆動が可能な液晶表
示パネルであり、フレーム反転により表示を行うようになっている。
【００１７】
（表示処理部２０）
　図２は、表示処理部２０の一構成例を、バックライト１４および液晶表示パネル４０と
ともに表すものである。表示処理部２０は、フレームレート変換部３０と、動作モード制
御部２１と、信号処理部２２と、表示制御部２５と、バックライト制御部２６とを備えて
いる。
【００１８】
　フレームレート変換部３０は、供給された映像信号Ｓdisp0（画像信号Ｓsig0、水平同
期信号Ｈsync0、垂直同期信号Ｖsync0）に基づいてフレームレート変換を行い、映像信号
Ｓdisp（画像信号Ｓsig、水平同期信号Ｈsync、垂直同期信号Ｖsync）を生成して出力す
る。また、フレームレート変換部３０は、動きベクトル信号Ｓｖ（後述）およびフレーム
識別信号Ｓid（後述）を生成して出力する機能をも有している。
【００１９】
　図３は、フレームレート変換部３０におけるフレームレート変換を模式的に表すもので
あり、（Ａ）はフレームレート変換前の映像を示し、（Ｂ）はフレームレート変換後の映
像を示す。この例では、フレームレート変換部３０は、毎秒６０フレームから毎秒２４０
フレームへ、フレームレートを４倍に変換する。このフレームレート変換は、時間的に隣
接するフレーム画像Ｆの画像情報に基づいて３枚の補間フレーム画像Ｆ２を生成し、これ
らのフレーム画像Ｆの間に補間フレーム画像Ｆ２を挿入することにより行われる。これに
より、例えば、図３（Ａ）に示したように、ボール９がフレーム画像Ｆの左から右へ移動
する映像の場合では、図３（Ｂ）に示したように、隣接するフレーム画像Ｆの間に３枚の
補間フレーム画像Ｆ２が挿入されるため、観察者は、ボール９がより滑らかに移動するよ
うに見える。また、これらの補間フレーム画像Ｆ２を挿入することにより、液晶表示パネ
ル４０がホールド型の表示デバイスであることに起因して生じる、いわゆる動きボケを低
減することができる。
【００２０】
　図４は、フレームレート変換部３０の一構成例を表すものである。フレームレート変換
部３０は、フレームメモリ３１と、動きベクトル検出部３２と、フレーム補間部３３と、
タイミング制御部３４とを備えている。
【００２１】
　フレームメモリ３１は、供給される画像信号Ｓsig0に含まれる１フレーム分のフレーム
画像Ｆを保持することにより、画像信号Ｓsig0における１フレーム前のフレーム画像Ｆを
出力する機能を有している。
【００２２】
　動きベクトル検出部３２は、画像信号Ｓsig0に含まれるフレーム画像Ｆおよびフレーム
メモリ３１から供給される１フレーム前のフレーム画像Ｆに基づいて、画像の変化を示す
動きベクトルを検出するものである。具体的には、動きベクトル検出部３２は、供給され
た２つのフレーム画像Ｆの情報に基づいて、例えば複数の画素からなるブロック単位で、
表示内容の水平方向および垂直方向の動きを検出し、動きベクトルを求める。そして、動
きベクトル検出部３２は、ブロック単位で求めた一連の動きベクトルを、動きベクトル信
号Ｓｖとして出力するようになっている。
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【００２３】
　フレーム補間部３３は、動きベクトル検出部３２から供給された動きベクトル信号Ｓｖ
に基づいて、時間的に隣接する２つのフレーム画像Ｆを補間することにより、３枚の補間
フレーム画像Ｆ２を生成するものである。そして、このフレーム補間部３３は、フレーム
画像Ｆおよび補間フレーム画像Ｆ２を、画像信号Ｓsigとして出力するようになっている
。また、フレーム補間部３３は、出力するフレーム画像Ｆと補間フレーム画像Ｆ２のそれ
ぞれに対してフレーム識別番号ＦＩＤを付け、フレーム識別信号Ｓidとして出力する機能
をも有している。具体的には、フレーム補間部３３は、図３に示したように、フレーム画
像Ｆに“０”のフレーム識別番号ＦＩＤを付け、続く３枚の補間フレーム画像Ｆ２に“１
”，“２”，“３”のフレーム識別番号ＦＩＤをそれぞれ付けるようになっている。
【００２４】
　タイミング制御部３４は、水平同期信号Ｈsync0および垂直同期信号Ｖsync0に基づいて
、フレームメモリ３１、動きベクトル検出部３２、およびフレーム補間部３３の動作タイ
ミングを制御するものである。また、タイミング制御部３４は、フレームレート変換後の
画像信号Ｓsigに対応する水平同期信号Ｈsyncおよび垂直同期信号Ｖsyncを生成し、出力
する機能をも有している。
【００２５】
　動作モード制御部２１は、フレームレート変換部３０から供給された動きベクトル信号
Ｓｖに基づいて、動作モード信号Ｓmodeを生成し出力するものである。具体的には、動作
モード制御部２１は、動きベクトル信号Ｓｖにより供給された、例えばブロック単位で求
めた動きベクトルの大きさを、フレーム画像Ｆの全面、もしくは所定の領域にわたり積分
し、フレーム画像Ｆごとの動き量Ａを求める。そして、その動き量Ａと所定のしきい値Ｔ
Ｈ１，ＴＨ２とを比較することにより、動作モードＭ１～Ｍ３を判断し、その結果を動作
モード信号Ｓmodeとして出力するようになっている。
【００２６】
　図５は、動き量Ａと動作モードＭ１～Ｍ３との関係を表すものである。動作モード制御
部２１は、動き量Ａがしきい値ＴＨ２以上である場合には、動作モードＭ１を示す動作モ
ード信号Ｓmodeを生成する。そして、動作モード制御部２１は、動き量Ａがしきい値ＴＨ
１以上かつしきい値ＴＨ２より小さい場合には、動作モードＭ２を示す動作モード信号Ｓ
modeを生成する。また、動作モード制御部２１は、動き量Ａがしきい値ＴＨ１より小さい
場合には、動作モードＭ３を示す動作モード信号Ｓmodeを生成する。
【００２７】
　信号処理部２２は、図２に示したように、フレームレート変換部３０から供給された映
像信号Ｓdispおよびフレーム識別信号Ｓidと、動作モード制御部２１から供給された動作
モード信号Ｓmodeとに基づいて、映像信号Ｓdisp2、極性基準信号Ｓpol2、およびバック
ライト基準信号Ｓbl2を生成して出力するものである。信号処理部２２は、画像信号処理
部２３と、基準信号生成部２４とを有している。
【００２８】
　画像信号処理部２３は、映像信号Ｓdisp、動作モード信号Ｓmode、およびフレーム識別
信号Ｓidに基づいて、可変のフレームレート変換比Ｒでフレームレート変換を行い、その
結果を映像信号Ｓdisp2として出力するものである。具体的には、画像信号処理部２３は
、後述するように、動作モード信号Ｓmodeによって指示された動作モードＭ１～Ｍ３に応
じたフレームレート変換比Ｒで、映像信号Ｓdispのフレームレートを下げるようにフレー
ムレート変換し、その結果を映像信号Ｓdisp2（画像信号Ｓsig2、水平同期信号Ｈsync2、
垂直同期信号Ｖsync2）として出力するようになっている。この例では、画像信号処理部
２３は、動作モードＭ１では、フレームレート変換比Ｒ＝１でフレームレート変換し、動
作モードＭ２では、フレームレート変換比Ｒ＝１／２でフレームレート変換し、動作モー
ドＭ３では、フレームレート変換比Ｒ＝１／４でフレームレート変換する。その際、画像
信号処理部２３は、後述するように、動作モード信号Ｓmodeおよびフレーム識別信号Ｓid
に基づいて、映像信号Ｓdispのうちの補間フレーム画像Ｆ２に係る信号部分をマスクして
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間引くことにより、フレームレートを下げるようになっている。
【００２９】
　基準信号生成部２４は、垂直同期信号Ｖsync、動作モード信号Ｓmode、およびフレーム
識別信号Ｓidに基づいて、フレームレート変換された映像信号Ｓdisp2に対応する極性基
準信号Ｓpol2およびバックライト基準信号Ｓbl2を生成するものである。極性基準信号Ｓp
ol2は、液晶表示パネル４０における反転駆動のタイミングを指示するための基準信号で
あり、バックライト基準信号Ｓbl2は、バックライト１４におけるブリンキング動作のタ
イミングを指示するための基準信号である。具体的には、基準信号生成部２４は、後述す
るように、動作モード信号Ｓmodeおよびフレーム識別信号Ｓidに基づいて、垂直同期信号
Ｖsyncのうちの一部のパルス部分をそれぞれ選択して、極性基準信号Ｓpol2およびバック
ライト基準信号Ｓbl2としてそれぞれ出力するようになっている。
【００３０】
　表示制御部２５は、映像信号Ｓdisp2および極性基準信号Ｓpol2に基づいて、液晶表示
パネル４０を制御するものである。具体的には、表示制御部２５は、画像信号Ｓsig2に基
づいて、ガンマ処理やオーバードライブ処理などの所定の画像処理を施し、画像信号Ｓsi
g3を生成して出力する。また、表示制御部２５は、水平同期信号Ｈsync2および垂直同期
信号Ｖsync2に基づいて、液晶表示パネル制御信号Ｓctrlを生成し、極性基準信号Ｓpol2
に基づいて極性信号Ｓpol3を生成するようになっている。
【００３１】
　バックライト制御部２６は、バックライト基準信号Ｓbl2に基づいて、バックライト１
４を制御するものである。具体的には、バックライト制御部２６は、バックライト基準信
号Ｓbl2に基づいてバックライト制御信号Ｓbl3を生成するようになっている。
【００３２】
（液晶表示パネル４０）
　図６は、液晶表示パネル４０のブロック図の一例を表すものである。液晶表示パネル４
０は、ゲートドライバ４１と、データドライバ４２と、共通信号ドライバ４３と、表示部
４４とを備えている。ゲートドライバ４１は、液晶表示パネル制御信号Ｓctrlに基づいて
、表示部４４内の画素Ｐixを行ごとに順次選択して、線順次走査するものである。データ
ドライバ４２は、画像信号Ｓsig3に基づいて、画素信号を表示部４４の各画素Ｐixへ供給
するものである。共通信号ドライバ４３は、極性信号Ｓpol3に基づいて、共通信号を表示
部４４の共通電極ＣＯＭ（後述）に供給するものである。表示部４４は、液晶表示素子に
より構成される画素Ｐixがマトリックス状に配置されたものである。
【００３３】
　図７は、表示部４４の一構成例を表すものであり、（Ａ）は表示部４４の画素Ｐixの回
路図の一例を示し、（Ｂ）は表示部４４の断面構成を示す。
【００３４】
　図７（Ａ）に示したように、画素Ｐixは、ＴＦＴ（Thin Film Transistor）素子Ｔｒと
、液晶素子ＬＣと、保持容量素子Ｃｓとを備えている。ＴＦＴ素子Ｔｒは、例えばＭＯＳ
－ＦＥＴ（Metal Oxide Semiconductor-Field Effect Transistor）により構成されるも
のであり、ゲートがゲート線ＧＣＬに接続され、ソースがデータ線ＳＧＬに接続され、ド
レインが液晶素子ＬＣの一端と保持容量素子Ｃｓの一端に接続されている。液晶素子ＬＣ
は、一端がＴＦＴ素子Ｔｒのドレインに接続され、他端は共通電極ＣＯＭに接続されてい
る。保持容量素子Ｃｓは、一端がＴＦＴ素子Ｔｒのドレインに接続され、他端は保持容量
線ＣＳＬに接続されている。ゲート線ＧＣＬはゲートドライバ４１に接続され、データ線
ＳＧＬはデータドライバ４２に接続されている。また、共通電極ＣＯＭは、共通信号ドラ
イバ４３に接続されている。
【００３５】
　表示部４４は、図７（Ｂ）に示したように、駆動基板２０１と対向基板２０５との間に
、液晶層２０３を封止したものである。駆動基板２０１は、上記ＴＦＴ素子Ｔｒを含む画
素駆動回路（図示せず）が形成されたものであり、この駆動基板２０１上には、画素Ｐix
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毎に画素電極２０２が配設されている。対向基板２０５には、赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）、
青色（Ｂ）に対応するカラーフィルタ（図示せず）が形成されており、更に液晶層２０３
側の面には、対向電極２０４が各画素Ｐixに共通の電極（共通電極ＣＯＭ）として配設さ
れている。駆動基板２０１の、画素電極２０２が形成された面とは反対の面には、偏光板
２０６ａが貼りつけられており、対向基板２０５の、対向電極２０４が形成された面とは
反対の面には、偏光板２０６ｂが貼りつけられている。これらの偏光板２０６ａ，２０６
ｂは、例えば、互いにクロスニコルになるように貼り合わせられている。
【００３６】
　ここで、フレームレート変換部３０および信号処理部２２は、本開示における「フレー
ムレート変換部」の一具体例に対応する。フレームレート変換部３０は、本開示における
「第１の変換部」の一具体例に対応する。信号処理部２２は、本開示における「第２の変
換部」の一具体例に対応する。液晶表示パネル４０は、本開示における「表示部」の一具
体例に対応する。フレーム画像Ｆは、本開示における「オリジナルフレーム画像」の一具
体例に対応する。基準信号生成部２４は、本開示における「反転信号生成部」の一具体例
に対応する。動作モード制御部２１は、本開示における「変換比設定部」の一具体例に対
応する。
【００３７】
［動作および作用］
　続いて、本実施の形態の表示装置１の動作および作用について説明する。
【００３８】
（全体動作概要）
　まず、図１，２を参照して、表示装置１の全体動作概要を説明する。
【００３９】
　チューナ１１は、アンテナＡntにおいて受信された放送波から、所望の映像信号（スト
リーム）を選択する。ＨＤＭＩレシーバ１２は、外部機器（図示せず）から供給された映
像信号を受信する。セレクタ１３は、チューナ１１から供給された映像信号、およびＨＤ
ＭＩレシーバ１２から供給された映像信号のうちの一方を選択して映像信号Ｓdisp0とし
て出力する。
【００４０】
　表示処理部２０において、フレームレート変換部３０は、映像信号Ｓdisp0のフレーム
レートを４倍にフレームレート変換して、映像信号Ｓdispを生成するとともに、動きベク
トル信号Ｓｖおよびフレーム識別信号Ｓidを生成する。動作モード制御部２１は、動きベ
クトル信号Ｓｖに基づいて、動作モード信号Ｓmodeを生成する。信号処理部２２の画像信
号処理部２３は、動作モード信号Ｓmodeに応じたフレームレート変換比Ｒで、映像信号Ｓ
dispに対してフレームレート変換を行い、映像信号Ｓdisp2を生成する。信号処理部２２
の基準信号生成部２４は、垂直同期信号Ｖsync、フレーム識別信号Ｓid、および動作モー
ド信号Ｓmodeに基づいて、極性基準信号Ｓpol2およびバックライト基準信号Ｓbl2を生成
する。表示制御部２５は、映像信号Ｓdisp2および極性基準信号Ｓpol2に基づいて、液晶
表示パネル４０を制御する。バックライト制御部２６は、バックライト基準信号Ｓbl2に
基づいて、バックライト１４を制御する。バックライト１４は、液晶表示パネル４０に対
して面発光した光を射出する。液晶表示パネル４０は、バックライト１４から射出した光
を変調することにより表示を行う。
【００４１】
（詳細動作）
　次に、表示装置１の詳細動作について説明する。表示装置１では、フレームレート変換
部３０の動きベクトル検出部３２が、供給された映像信号Ｓdisp0に基づいて動きベクト
ル信号Ｓｖを生成する。そして、動作モード制御部２１は、この動きベクトル信号Ｓｖに
基づいて動き量Ａを求め、動作モードＭ１～Ｍ３を判断する。以下に、動作モード制御部
２１の動作について説明する。
【００４２】
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　図８は、動き量Ａの波形図を表すものである。この例では、動き量Ａは、時間とともに
広い範囲にわたり変化している。まず、タイミングｔ０～ｔ１の期間において、動き量Ａ
は、しきい値ＴＨ１より低い値になっている。この場合、動作モード制御部２１は、表示
装置１は動作モードＭ３で動作すべきと判断する。次に、タイミングｔ１～ｔ２の期間に
おいて、動き量Ａがしきい値ＴＨ１以上かつしきい値ＴＨ２未満の値になると、動作モー
ド制御部２１は、表示装置１は動作モードＭ２で動作すべきと判断する。そして、タイミ
ングｔ２～ｔ３の期間において、動き量Ａがしきい値ＴＨ２以上の値になると、動作モー
ド制御部２１は、表示装置１は動作モードＭ１で動作すべきと判断する。このように、表
示装置１では、映像情報の変化に応じて、動的に動作モードが変化する。
【００４３】
　表示装置１では、動作モード制御部２１が判断した動作モードＭ１～Ｍ３に応じて、信
号処理部２２がフレームレート変換比Ｒを変更することにより、液晶表示パネル４０にお
ける表示のリフレッシュレートが変化する。具体的には、信号処理部２２におけるフレー
ムレート変換比Ｒは、動作モードＭ１では１であり、動作モードＭ２では１／２であり、
動作モードＭ３では１／４である。つまり、表示装置１では、動き量Ａが大きい場合（フ
レーム画像Ｆの変化が大きい場合）には、フレームレート変換比Ｒが大きくなり（例えば
フレームレート変換比Ｒ＝１）、動き量Ａが小さい場合（フレーム画像Ｆの変化が小さい
場合）には、そのフレームレート変換比Ｒが小さくなる（例えばフレームレート変換比Ｒ
＝１／４）ように動作する。これにより、表示装置１では、動き量Ａが大きい場合には、
表示のリフレッシュレートを高くすることにより画質を高めることができ、動き量Ａが小
さい場合には、表示のリフレッシュレートを下げることにより、画質の低下を最低限にお
さえつつ消費電力を低減できる。具体的には、表示のリフレッシュレートが下がることに
より、特に液晶表示パネル４０におけるゲートドライバ４１、データドライバ４２、共通
信号ドライバ４３の消費電力が低減する。
【００４４】
　以下に、動作モードＭ１～Ｍ３のそれぞれにおける表示処理部２０の詳細動作を順に説
明する。まず最初に、動作モードＭ１における表示処理部２０の詳細動作を説明する。
【００４５】
　図９は、動作モードＭ１における表示処理部２０のタイミング図を表すものであり、（
Ａ），（Ｂ）は、映像信号Ｓdisp0に係る垂直同期信号Ｖsync0および画像信号Ｓsig0をそ
れぞれ示し、（Ｃ）～（Ｅ）は、映像信号Ｓdispに係る垂直同期信号Ｖsync、水平同期信
号Ｈsync、および画像信号Ｓsigをそれぞれ示し、（Ｆ）はフレーム識別信号Ｓidを示し
、（Ｇ）～（Ｉ）は、映像信号Ｓdisp2に係る垂直同期信号Ｖsync2、水平同期信号Ｈsync
2、および画像信号Ｓsig2をそれぞれ示し、（Ｊ）は極性基準信号Ｓpol2を示し、（Ｋ）
はバックライト基準信号Ｓbl2を示し、（Ｌ）は画像信号Ｓsig3を示し、（Ｍ）は極性信
号Ｓpol3を示し、（Ｎ）はバックライト制御信号Ｓbl3を示す。ここで、図９（Ｂ），（
Ｅ），（Ｆ），（Ｉ），（Ｌ）において、“０”～“３”の数字は、フレーム識別番号Ｆ
ＩＤを示すものである。また、図９（Ｂ），（Ｅ），（Ｉ），（Ｌ）において、“Ｂ”は
垂直ブランキング期間に対応する信号を示すものである。
【００４６】
　図９に示したように、表示処理部２０には、映像信号Ｓdisp0（垂直同期信号Ｖsync0、
画像信号Ｓsig0（図９（Ａ），（Ｂ））など）により、周期Ｔ０＝１６．７［msec］（＝
１／６０［Ｈｚ］）でフレーム画像Ｆが供給される。なお、このフレーム画像Ｆは、以下
に説明するように、後にフレーム識別番号ＦＩＤ＝０が付されるものである。フレームレ
ート変換部３０は、この映像信号Ｓdisp0のフレームレートを４倍にフレームレート変換
して映像信号Ｓdispを生成する。そして、信号処理部２２は、動作モードＭ１を示す動作
モード信号Ｓmodeに基づいて、映像信号Ｓdispに対してフレームレート変換を行わずに、
その映像信号Ｓdispを映像信号Ｓdisp2として出力する。以下に、その詳細を説明する。
【００４７】
　フレームレート変換部３０は、映像信号Ｓdisp0に基づいて、フレームレートを４倍に
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するフレームレート変換を行い、映像信号Ｓdisp（垂直同期信号Ｖsync、水平同期信号Ｈ
sync、画像信号Ｓsig）を生成して出力する（図９（Ｃ）～（Ｅ））。具体的には、フレ
ームレート変換部３０は、フレーム画像Ｆに係る画像信号をタイミングｔ１０～ｔ１１の
期間に出力し、生成した３枚の補間フレーム画像Ｆ２に係る画像信号を、タイミングｔ１
１～ｔ１２の期間、タイミングｔ１２～ｔ１３の期間、タイミングｔ１３～ｔ１４の期間
にそれぞれ出力する。すなわち、フレームレート変換部３０は、周期Ｔ１＝４．２［msec
］（＝１／６０／４［Ｈｚ］）で、フレーム画像Ｆおよび補間フレーム画像Ｆ２を画像信
号Ｓsigとして出力する。また、フレームレート変換部３０のフレーム補間部３３は、画
像信号Ｓsigのフレーム画像Ｆおよび補間フレーム画像Ｆ２のそれぞれにフレーム識別番
号ＦＩＤを付け、フレーム識別信号Ｓidとして出力する（図９（Ｆ））。その際、フレー
ム補間部３３は、フレーム画像Ｆに“０”のフレーム識別番号ＦＩＤを付け、続く３枚の
補間フレーム画像Ｆ２に“１”，“２”，“３”のフレーム識別番号ＦＩＤをそれぞれ付
ける。
【００４８】
　信号処理部２２の画像信号処理部２３は、動作モードＭ１を示す動作モード信号Ｓmode
に基づいて、フレームレート変換比Ｒを１に設定し、映像信号Ｓdispをそのまま映像信号
Ｓdisp2として出力する（図９（Ｇ）～（Ｉ））。また、信号処理部２２の基準信号生成
部２４は、動作モードＭ１を示す動作モード信号Ｓmodeに基づき、供給された垂直同期信
号Ｖsyncのパルスに同期して反転する極性基準信号Ｓpol2を生成して出力するとともに（
図９（Ｊ））、この垂直同期信号Ｖsyncをバックライト基準信号Ｓbl2として出力する（
図９（Ｋ））。
【００４９】
　表示制御部２５は、映像信号Ｓdisp2の画像信号Ｓsig2に基づいて画像信号Ｓsig3を生
成して出力するとともに（図９（Ｌ））、極性基準信号Ｓpol2に基づいて極性信号Ｓpol3
を生成して出力する（図９（Ｍ））。また、バックライト制御部２６は、バックライト基
準信号Ｓbl2に基づいて、バックライト１４を点灯（ＯＮ）または消灯（ＯＦＦ）させる
為のバックライト制御信号Ｓbl3を生成して出力する（図９（Ｎ））。その際、バックラ
イト制御部２６は、バックライト基準信号Ｓbl2のパルスから所定の時間ｔｄの後にバッ
クライト１４を消灯から点灯に変化させ、さらに所定の時間ｔonの後にバックライト１４
を点灯から消灯に変化させるようなバックライト制御信号Ｓbl3を生成する。
【００５０】
　このように、動作モードＭ１では、動き量Ａの大きい映像を、液晶表示パネル４０にお
いて高いリフレッシュレートで表示することにより、画質を高めることができる。
【００５１】
　次に、動作モードＭ２における表示処理部２０の詳細動作を説明する。
【００５２】
　図１０は、動作モードＭ２における表示処理部２０のタイミング図を表すものであり、
（Ａ），（Ｂ）は、映像信号Ｓdisp0に係る垂直同期信号Ｖsync0および画像信号Ｓsig0を
それぞれ示し、（Ｃ）～（Ｅ）は、映像信号Ｓdispに係る垂直同期信号Ｖsync、水平同期
信号Ｈsync、および画像信号Ｓsigをそれぞれ示し、（Ｆ）はフレーム識別信号Ｓidを示
し、（Ｇ）～（Ｉ）は、映像信号Ｓdisp2に係る垂直同期信号Ｖsync2、水平同期信号Ｈsy
nc2、および画像信号Ｓsig2をそれぞれ示し、（Ｊ）は極性基準信号Ｓpol2を示し、（Ｋ
）はバックライト基準信号Ｓbl2を示し、（Ｌ）は画像信号Ｓsig3を示し、（Ｍ）は極性
信号Ｓpol3を示し、（Ｎ）はバックライト制御信号Ｓbl3を示す。
【００５３】
　動作モードＭ２では、信号処理部２２は、動作モードＭ２を示す動作モード信号Ｓmode
に基づいて、映像信号Ｓdispに対して１／２のフレームレート変換比Ｒでフレームレート
変換を行い、その結果を映像信号Ｓdisp2として出力する。すなわち、動作モードＭ２で
は、フレームレート変換部３０の動作は動作モードＭ１の場合と同様であり、信号処理部
２２およびその後段の回路の動作が動作モードＭ１の場合とは異なる。以下に、その詳細
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を説明する。
【００５４】
　信号処理部２２の画像信号処理部２３は、動作モードＭ２を示す動作モード信号Ｓmode
に基づいて、フレームレート変換比Ｒを１／２に設定する。具体的には、画像信号処理部
２３は、映像信号Ｓdispに係る垂直同期信号Ｖsync、水平同期信号Ｈsync、画像信号Ｓsi
g（図１０（Ｃ）～（Ｅ））のうち、フレーム識別信号Ｓid（図１０（Ｆ））のフレーム
識別番号ＦＩＤが“１”または“３”である期間（マスク期間ＰＭ）に対応する信号部分
をマスクし、そのフレーム識別番号ＦＩＤが“０”または“２”である期間に対応する信
号部分を、そのまま、垂直同期信号Ｖsync2、水平同期信号Ｈsync2、画像信号Ｓsig2とし
て出力する（図１０（Ｇ）～（Ｉ））。すなわち、画像信号処理部２３は、Ｔ０／２（＝
８．３［msec］＝１／６０／２［Ｈｚ］）の周期で、フレーム画像Ｆおよび補間フレーム
画像Ｆ２を画像信号Ｓsig2として出力する。その際、画像信号処理部２３は、周期Ｔ０の
期間のうちの１／４の期間（タイミングｔ２０～ｔ２１の期間）に、フレーム画像Ｆに係
る画像信号Ｓsig2を出力し、周期Ｔ０の期間のうちの他の１／４の期間（タイミングｔ２
２～ｔ２３の期間）に、補間フレーム画像Ｆ２に係る画像信号Ｓsig2を出力する。
【００５５】
　また、信号処理部２２の基準信号生成部２４は、動作モードＭ２を示す動作モード信号
Ｓmodeに基づいて、供給された垂直同期信号Ｖsync（図１０（Ｃ））のパルスのうち、フ
レーム識別信号Ｓid（図１０（Ｆ））のフレーム識別番号ＦＩＤが“０”または“２”で
ある期間に対応するパルスを選択し、このパルスに同期して反転する極性基準信号Ｓpol2
を生成して出力する。また、基準信号生成部２４は、動作モードＭ２を示す動作モード信
号Ｓmodeに基づいて、供給された垂直同期信号Ｖsync（図１０（Ｃ））のうち、フレーム
識別信号Ｓid（図１０（Ｆ））のフレーム識別番号ＦＩＤが“１”または“３”である期
間に対応する信号部分をマスクし、そのフレーム識別番号ＦＩＤが“０”または“２”で
ある期間に対応する信号部分を、そのまま、バックライト基準信号Ｓbl2として出力する
（図１０（Ｋ））。
【００５６】
　表示制御部２５は、映像信号Ｓdisp2の画像信号Ｓsig2に基づいて画像信号Ｓsig3を生
成して出力するとともに（図１０（Ｌ））、極性基準信号Ｓpol2に基づいて極性信号Ｓpo
l3を生成して出力する（図１０（Ｍ））。また、バックライト制御部２６は、バックライ
ト基準信号Ｓbl2に基づいて、動作モードＭ１の場合と同様にバックライト制御信号Ｓbl3
を生成して出力する（図１０（Ｎ））。すなわち、バックライト制御部２６は、バックラ
イト基準信号Ｓbl2のパルスから所定の時間ｔｄの後にバックライト１４を消灯から点灯
に変化させ、さらに所定の時間ｔonの後にバックライト１４を点灯から消灯に変化させる
ようなバックライト制御信号Ｓbl3を生成する。
【００５７】
　このように、動作モードＭ２では、動き量Ａが中程度である映像を、液晶表示パネル４
０において、動作モードＭ１の場合よりもやや低いリフレッシュレートで表示することに
より、画質の低下を抑えつつ、消費電力を低減することができる。
【００５８】
　次に、動作モードＭ３における表示処理部２０の詳細動作を説明する。
【００５９】
　図１１は、動作モードＭ３における表示処理部２０のタイミング図を表すものであり、
（Ａ），（Ｂ）は、映像信号Ｓdisp0に係る垂直同期信号Ｖsync0および画像信号Ｓsig0を
それぞれ示し、（Ｃ）～（Ｅ）は、映像信号Ｓdispに係る垂直同期信号Ｖsync、水平同期
信号Ｈsync、および画像信号Ｓsigをそれぞれ示し、（Ｆ）はフレーム識別信号Ｓidを示
し、（Ｇ）～（Ｉ）は、映像信号Ｓdisp2に係る垂直同期信号Ｖsync2、水平同期信号Ｈsy
nc2、および画像信号Ｓsig2をそれぞれ示し、（Ｊ）は極性基準信号Ｓpol2を示し、（Ｋ
）はバックライト基準信号Ｓbl2を示し、（Ｌ）は画像信号Ｓsig3を示し、（Ｍ）は極性
信号Ｓpol3を示し、（Ｎ）はバックライト制御信号Ｓbl3を示す。
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【００６０】
　動作モードＭ３では、信号処理部２２は、動作モードＭ３を示す動作モード信号Ｓmode
に基づいて、映像信号Ｓdispに対して１／４のフレームレート変換比Ｒでフレームレート
変換を行い、その結果を映像信号Ｓdisp2として出力する。すなわち、動作モードＭ３で
は、フレームレート変換部３０の動作は動作モードＭ１，Ｍ２の場合と同様であり、信号
処理部２２およびその後段の回路の動作が動作モードＭ１，Ｍ２の場合とは異なる。以下
に、その詳細を説明する。
【００６１】
　信号処理部２２の画像信号処理部２３は、動作モードＭ３を示す動作モード信号Ｓmode
に基づいて、フレームレート変換比Ｒを１／４に設定する。具体的には、画像信号処理部
２３は、映像信号Ｓdispに係る垂直同期信号Ｖsync、水平同期信号Ｈsync、画像信号Ｓsi
g（図１１（Ｃ）～（Ｅ））のうち、フレーム識別信号Ｓid（図１１（Ｆ））のフレーム
識別番号ＦＩＤが“１”～“３”である期間（マスク期間ＰＭ）に対応する信号部分をマ
スクし、そのフレーム識別番号ＦＩＤが“０”である期間に対応する信号部分を、そのま
ま、垂直同期信号Ｖsync2、水平同期信号Ｈsync2、画像信号Ｓsig2として出力する（図１
１（Ｇ）～（Ｉ））。すなわち、画像信号処理部２３は、周期Ｔ０＝１６．７［msec］（
＝１／６０［Ｈｚ］）で、フレーム画像Ｆを画像信号Ｓsig2として出力する。その際、画
像信号処理部２３は、周期Ｔ０の期間のうちの１／４の期間（タイミングｔ３０～ｔ３１
の期間）に、フレーム画像Ｆに係る画像信号Ｓsig2を出力する。
【００６２】
　また、信号処理部２２の基準信号生成部２４は、動作モードＭ３を示す動作モード信号
Ｓmodeに基づいて、供給された垂直同期信号Ｖsync（図１１（Ｃ））のパルスのうち、フ
レーム識別信号Ｓid（図１１（Ｆ））のフレーム識別番号ＦＩＤが“０”である期間に対
応するパルスを選択し、このパルスに同期して反転する極性基準信号Ｓpol2を生成して出
力する。また、基準信号生成部２４は、動作モードＭ３を示す動作モード信号Ｓmodeに基
づいて、供給された垂直同期信号Ｖsync（図１１（Ｃ））のうち、フレーム識別信号Ｓid
（図１１（Ｆ））のフレーム識別番号ＦＩＤが“０”，“１”，“３”である期間に対応
する信号部分をマスクし、そのフレーム識別番号ＦＩＤが“２”である期間に対応する信
号部分を、そのまま、バックライト基準信号Ｓbl2として出力する（図１１（Ｋ））。
【００６３】
　表示制御部２５は、映像信号Ｓdisp2の画像信号Ｓsig2に基づいて画像信号Ｓsig3を生
成して出力するとともに（図１１（Ｌ））、極性基準信号Ｓpol2に基づいて極性信号Ｓpo
l3を生成して出力する（図１１（Ｍ））。また、バックライト制御部２６は、バックライ
ト基準信号Ｓbl2に基づいて、動作モードＭ１，Ｍ２の場合と同様にバックライト制御信
号Ｓbl3を生成して出力する（図１１（Ｎ））。
【００６４】
　このように、動作モードＭ３では、動き量Ａが低い映像を、液晶表示パネル４０におい
て、低いリフレッシュレートで表示することにより、画質の低下を抑えつつ、消費電力を
低減することができる。
【００６５】
　表示装置１では、フレームレート変換部３０がフレームレートを所定倍（４倍）に変換
した後、画像信号処理部２３が、動作モード制御部２１からの動作モードＭ１～Ｍ３の指
示に応じて、映像信号Ｓdisp（画像信号Ｓsig、水平同期信号Ｈsync、および垂直同期信
号Ｖsync）の一部を選択的にマスクすることによりフレームレート変換を行う。これによ
り、フレームレート変換比の可変にするしくみを、シンプルな構成で実現することができ
る。
【００６６】
　また、表示装置１では、画像信号処理部２３が、映像信号Ｓdisp（画像信号Ｓsig、水
平同期信号Ｈsync、および垂直同期信号Ｖsync）の一部をマスクする際、フレーム識別番
号ＦＩＤが“０”である信号部分を残すようにマスクしている。具体的には、例えば、図
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１１（Ｇ）～（Ｉ）に示したように、画像信号処理部２３は、映像信号Ｓdispのうち、フ
レーム識別番号ＦＩＤが“１”～“３”である信号部分をマスクし、フレーム識別番号Ｆ
ＩＤが“０”である信号部分を出力している。ここで、上述したように、フレーム識別番
号ＦＩＤが“０”である画像は、フレーム画像Ｆに対応するものであり、フレーム識別番
号ＦＩＤが“１”～“３”である画像は、補間フレーム画像Ｆ２に対応するものである。
このように、表示装置１では、画像信号処理部２３が、映像信号Ｓdispをマスクする際、
フレーム識別番号ＦＩＤが“１”～“３”である信号部分（補間フレーム画像Ｆ２）をマ
スクし、フレーム識別番号ＦＩＤが“０”である信号部分（フレーム画像Ｆ）を出力する
ようにしたので、例えば、フレームレート変換部３０のフレーム補間部３３が生成した補
間フレーム画像Ｆ２にエラーが発生した場合でも、画質の低下を抑えることができる。す
なわち、仮に、例えば動作モードＭ３において、画像信号処理部２３が、映像信号Ｓdisp
のうち、フレーム識別番号ＦＩＤが“０”，“２”，“３”である信号部分をマスクし、
フレーム識別番号ＦＩＤが“１”である信号部分（補間フレーム画像Ｆ２）を出力するよ
うにした場合には、エラーのある画像が表示されるおそれがある。一方、本実施の形態に
係る表示装置１では、フレーム識別番号ＦＩＤが“０”である信号部分（フレーム画像Ｆ
）を出力するようにしたので、フレーム補間部３３が生成した補間フレーム画像Ｆ２にエ
ラーが発生した場合でも、そのエラーのある画像がマスクされ、液晶表示パネル４０に表
示されることがないため、画質の低下を抑えることができる。
【００６７】
　また、表示装置１では、基準信号生成部２４は、フレーム識別信号Ｓidおよび動作モー
ド信号Ｓmodeに基づいて、極性基準信号Ｓpol2を生成している。言い換えれば、基準信号
生成部２４は、画像信号処理部２３におけるフレームレート変換比Ｒに対応した極性基準
信号Ｓpol2を生成する。これにより、表示装置１では、正常な反転駆動を行うことができ
る。すなわち、仮に、例えば動作モードＭ３（図１１）において、基準信号生成部２４が
垂直同期信号Ｖsyncの全てのパルスに同期して反転動作を行うことにより極性基準信号を
生成した場合には、極性基準信号Ｓpol2の波形（図１１（Ｊ））は図９（Ｊ）のような波
形になるとともに、極性信号Ｓpol3の波形（図１１（Ｍ））は図９（Ｍ）のような波形に
なる。この場合、液晶表示パネル４０に画像信号Ｓsig3（図１１（Ｌ））が書き込まれる
期間（例えばタイミングｔ３０～ｔ３１の期間やタイミングｔ３４～ｔ３５の期間等）に
おいて、常に極性信号Ｓpol3が低レベルになり、正常に反転駆動を行うことができない。
一方、表示装置１では、基準信号生成部２４が、画像信号処理部２３におけるフレームレ
ート変換比Ｒに対応した極性基準信号Ｓpol2を生成するようにしたので、図１１に示した
ように、液晶表示パネル４０に画像信号Ｓsig3（図１１（Ｌ））が書き込まれる度に、極
性信号Ｓpol3は反転するため、正常な反転駆動を行うことができる。これにより、表示装
置１では、液晶表示パネル４０における、いわゆる焼き付きの現象を低減することができ
る。
【００６８】
［効果］
　以上のように本実施の形態では、映像信号における動き量に基づいて、画像信号処理部
におけるフレームレート変換比を変更するようにしたので、画質の低下を抑えつつ、消費
電力を低減することができる。
【００６９】
　また、本実施の形態では、フレームレート変換部がフレームレートを所定倍に変換した
後、画像信号処理部が、供給された映像信号の一部を選択的にマスクすることによりフレ
ームレート変換を行うようにしたので、シンプルな構成でフレームレート変換比を可変に
するしくみを実現することができる。
【００７０】
　また、本実施の形態では、画像信号処理部が、供給された映像信号の一部をマスクする
際、フレーム画像と補間フレーム画像のうちの、補間フレーム画像をマスクするようにし
たので、画質の低下を抑えることができる。
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【００７１】
　また、本実施の形態では、基準信号生成部が、画像信号処理部におけるフレームレート
変換比Ｒに対応した極性基準信号を生成するようにしたので、液晶表示パネルにおける焼
き付きを低減することができる。
【００７２】
［変形例１－１］
　上記実施の形態では、基準信号生成部２４は、動作モードＭ２（図１０）では、フレー
ム識別番号ＦＩＤが“０”または“２”である期間に対応する垂直同期信号Ｖsyncの信号
部分を、バックライト基準信号Ｓbl2として出力し、動作モードＭ３（図１１）では、フ
レーム識別番号ＦＩＤが“２”である期間に対応する垂直同期信号Ｖsyncの信号部分を、
バックライト基準信号Ｓbl2として出力したが、これに限定されるものではなく、垂直同
期信号Ｖsyncのうちの他の信号部分を出力してもよい。図１２に、動作モードＭ３におい
て、基準信号生成部２４が、フレーム識別番号ＦＩＤが“１”である期間に対応する垂直
同期信号Ｖsyncの信号部分を、バックライト基準信号Ｓbl2として出力する場合の例を示
す。この場合には、図１１の場合に比べて、より早いタイミングでバックライト１４を点
灯させることができる。このように、表示装置１では、液晶素子ＬＣの応答時間などを考
慮し、バックライト１４を点灯させるタイミングを任意に設定することができる。
【００７３】
［変形例１－２］
　また、上記実施の形態では、極性基準信号Ｓpol2は、動作モードＭ２（図１０）では、
フレーム識別番号ＦＩＤが“０”または“２”である期間に対応する垂直同期信号Ｖsync
のパルスに基づいて反転し、動作モードＭ３（図１１）では、フレーム識別番号ＦＩＤが
“２”である期間に対応する垂直同期信号Ｖsyncのパルスに基づいて反転したが、これに
限定されるものではなく、他のパルスに基づいて反転してもよい。図１３に、動作モード
Ｍ３において、極性基準信号Ｓpol2が、フレーム識別番号ＦＩＤが“３”である期間に対
応する垂直同期信号Ｖsyncのパルスに基づいて反転する場合の例を示す。
【００７４】
［変形例１－３］
　また、上記実施の形態では、フレームレート変換部３０は、補間フレーム画像Ｆ２を生
成することによりフレームレート変換を行うようにしたが、これに限定されるものではな
く、これに代えて、例えば、図１４に示したように、供給されたフレーム画像Ｆを繰り返
すことによりフレームレート変換を行うようにしてもよい。このような方法は、例えば、
表示内容が高速で変化するゲーム用途などで用いられる。すなわち、補間フレーム画像Ｆ
２を生成しない場合には、映像信号が表示装置１に供給されてから実際に表示されるまで
の遅延時間を短くすることができるため、このようなゲーム用途では、ゲーム機のコント
ローラ操作をタイムリーに行うことができる。この場合でも、フレームレート変換された
映像信号Ｓdispに対して、信号処理部２２が図９～１１に示したように処理を行うことに
より、上記実施の形態と同様の効果を得ることができる。
【００７５】
［その他の変形例］
　上記実施の形態では、液晶表示パネル４０は、４倍速駆動が可能な液晶表示パネルとし
たが、これに限定されるものではなく、これに代えて、２倍速駆動でもよいし、４倍速よ
りも速い速度で駆動できるものであってもよい。例えば２倍速駆動の液晶表示パネルを用
いた場合には、例えば、フレームレート変換部は、フレームレートを２倍に変換するもの
であり、画像信号処理部２３は、フレームレート変換比Ｒを１または１／２から選択する
ように構成することができる。
【００７６】
　また、上記実施の形態では、バックライト１４はブリンキング動作を行うものとしたが
、これに限定されるものではなく、これに代えて、例えば、常時点灯するようにしてもよ
い。
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【００７７】
＜２．第２の実施の形態＞
　次に、第２の実施の形態に係る表示装置２について説明する。本実施の形態は、フレー
ムレート変換の方法が、上記第１の実施の形態と異なるものである。すなわち、上記第１
の実施の形態（図２）では、フレームレート変換部３０が所定倍にフレームレート変換し
た後に、画像信号処理部２３が可変のフレームレート変換比Ｒによりフレームレートを下
げるようにしたが、これに代えて、本実施の形態では、画像信号処理部２３を省くととも
に、フレームレート変換部が、可変のフレームレート変換比Ｒ２を用いてフレームレート
を上げるものである。なお、上記第１の実施の形態に係る表示装置１と実質的に同一の構
成部分には同一の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００７８】
　図１５は、本実施の形態に係る表示処理部５０の一構成例を表すものである。表示処理
部５０は、フレームレート変換部６０と、基準信号生成部５１とを備えている。ここで、
フレームレート変換部６０は、本開示における「フレームレート変換部」の一具体例に対
応する。
【００７９】
　フレームレート変換部６０は、供給された映像信号Ｓdisp0の動きベクトルに応じた可
変のフレームレート変換比Ｒ２を用いて、フレームレートを上げるようにフレームレート
変換するものである。
【００８０】
　図１６は、フレームレート変換部６０の一構成例を表すものである。フレームレート変
換部６０は、動作モード制御部６５と、フレーム補間部６３と、タイミング制御部６４と
を備えている。
【００８１】
　動作モード制御部６５は、上記第１の実施の形態に係る動作モード制御部２１と同様に
、動きベクトル検出部３２から供給された動きベクトル信号Ｓｖに基づいて、動作モード
信号Ｓmodeを生成し出力するものである。
【００８２】
　フレーム補間部６３は、上記第１の実施の形態に係るフレーム補間部３３と同様に、動
きベクトル検出部３２から供給された動きベクトル信号Ｓｖに基づいて、時間的に隣接す
る２つのフレーム画像Ｆを補間することにより、補間フレーム画像Ｆ２を生成するもので
ある。その際、フレーム補間部６３は、フレーム補間部３３とは異なり、動作モード信号
Ｓmodeに基づいて、補間フレーム画像Ｆ２の生成を制御する。具体的には、フレーム補間
部６３は、動作モードＭ１では、３枚の補間フレーム画像Ｆ２を生成し、動作モードＭ２
では、１枚の補間フレーム画像Ｆ２を生成し、動作モードＭ３では、補間フレーム画像Ｆ
２を生成しないように動作する。そして、このフレーム補間部６３は、フレーム画像Ｆお
よび補間フレーム画像Ｆ２を、画像信号Ｓsig2として出力する。
【００８３】
　タイミング制御部６４は、水平同期信号Ｈsync0、垂直同期信号Ｖsync0、および動きベ
クトル信号Ｓｖに基づいて、フレームメモリ３１、動きベクトル検出部３２、およびフレ
ーム補間部６３の動作タイミングを制御するとともに、フレームレート変換後の画像信号
Ｓsig2に対応する水平同期信号Ｈsync2および垂直同期信号Ｖsync2を生成して出力する。
【００８４】
　このようにして、フレームレート変換部６０は、動作モードＭ１では、フレームレート
変換比Ｒ２＝４でフレームレート変換し、動作モードＭ２では、フレームレート変換比Ｒ
２＝２でフレームレート変換する。一方、フレームレート変換部６０は、動作モードＭ３
では、フレームレート変換をしない（フレームレート変換比Ｒ２＝１）ように動作する。
【００８５】
　基準信号生成部５１は、垂直同期信号Ｖsync2に基づいて、フレームレート変換された
映像信号Ｓdisp2に対応する極性基準信号Ｓpol2およびバックライト基準信号Ｓbl2を生成
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するものである。
【００８６】
　次に、動作モードＭ１～Ｍ３のそれぞれにおける表示処理部５０の詳細動作を説明する
。
【００８７】
　図１７は、動作モードＭ１における表示処理部５０のタイミング図を表すものであり、
（Ａ），（Ｂ）は、映像信号Ｓdisp0に係る垂直同期信号Ｖsync0および画像信号Ｓsig0を
それぞれ示し、（Ｃ）～（Ｅ）は、映像信号Ｓdisp2に係る垂直同期信号Ｖsync2、水平同
期信号Ｈsync2、および画像信号Ｓsig2をそれぞれ示し、（Ｆ）は極性基準信号Ｓpol2を
示し、（Ｇ）はバックライト基準信号Ｓbl2を示し、（Ｈ）は画像信号Ｓsig3を示し、（
Ｉ）は極性信号Ｓpol3を示し、（Ｊ）はバックライト制御信号Ｓbl3を示す。ここで、図
１７（Ｂ），（Ｅ），（Ｈ）において、“０”～“３”の数字は、説明の便宜上導入した
フレーム識別番号ＦＩＤであり、上記第１の実施の形態の場合と同様に、フレーム識別番
号ＦＩＤ＝“０”はフレーム画像Ｆに対応するものであり、フレーム識別番号ＦＩＤ＝“
１”，“２”，“３”は３枚の補間フレーム画像Ｆ２に対応するものである。
【００８８】
　フレームレート変換部６０は、動作モードＭ１を示す動作モード信号Ｓmodeに基づいて
、フレームレート変換比Ｒ２を４に設定し、映像信号Ｓdispを４倍にフレームレート変換
して、その結果を映像信号Ｓdisp2として出力する（図１７（Ｃ）～（Ｅ））。すなわち
、フレームレート変換部６０は、周期Ｔ１＝４．２［msec］（＝１／６０／４［Ｈｚ］）
で、フレーム画像Ｆおよび補間フレーム画像Ｆ２を画像信号Ｓsig2として出力する。
【００８９】
　そして、基準信号生成部５１は、供給された垂直同期信号Ｖsync2のパルスに同期して
反転する極性基準信号Ｓpol2を生成して出力するとともに（図１７（Ｆ））、この垂直同
期信号Ｖsync2をバックライト基準信号Ｓbl2として出力する（図１７（Ｇ））。
【００９０】
　表示制御部２５は、上記第１の実施の形態の場合と同様に、映像信号Ｓdisp2の画像信
号Ｓsig2に基づいて画像信号Ｓsig3を生成して出力するとともに（図１７（Ｈ））、極性
基準信号Ｓpol2に基づいて極性信号Ｓpol3を生成して出力する（図１７（Ｉ））。また、
バックライト制御部２６は、上記第１の実施の形態の場合と同様に、バックライト基準信
号Ｓbl2に基づいてバックライト制御信号Ｓbl3を生成して出力する（図１７（Ｊ））。
【００９１】
　図１８は、動作モードＭ２における表示処理部５０のタイミング図を表すものであり、
（Ａ），（Ｂ）は、映像信号Ｓdisp0に係る垂直同期信号Ｖsync0および画像信号Ｓsig0を
それぞれ示し、（Ｃ）～（Ｅ）は、映像信号Ｓdisp2に係る垂直同期信号Ｖsync2、水平同
期信号Ｈsync2、および画像信号Ｓsig2をそれぞれ示し、（Ｆ）は極性基準信号Ｓpol2を
示し、（Ｇ）はバックライト基準信号Ｓbl2を示し、（Ｈ）は画像信号Ｓsig3を示し、（
Ｉ）は極性信号Ｓpol3を示し、（Ｊ）はバックライト制御信号Ｓbl3を示す。
【００９２】
　フレームレート変換部６０は、動作モードＭ２を示す動作モード信号Ｓmodeに基づいて
、フレームレート変換比Ｒ２を２に設定し、映像信号Ｓdispを２倍にフレームレート変換
して、その結果を映像信号Ｓdisp2として出力する（図１８（Ｃ）～（Ｅ））。すなわち
、フレームレート変換部６０は、Ｔ０／２（＝８．３［msec］＝１／６０／２［Ｈｚ］）
の周期で、フレーム画像Ｆおよび補間フレーム画像Ｆ２を画像信号Ｓsig2として出力する
。その際、フレームレート変換部６０は、周期Ｔ０の期間のうちの１／４の期間（タイミ
ングｔ５０～ｔ５１の期間）に、フレーム画像Ｆに係る画像信号Ｓsig2を出力し、周期Ｔ
０の期間のうちの他の１／４の期間（タイミングｔ５２～ｔ５３の期間）に、補間フレー
ム画像Ｆ２に係る画像信号Ｓsig2を出力する。
【００９３】
　そして、基準信号生成部５１は、供給された垂直同期信号Ｖsync2のパルスに同期して
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反転する極性基準信号Ｓpol2を生成して出力するとともに（図１８（Ｆ））、この垂直同
期信号Ｖsync2をバックライト基準信号Ｓbl2として出力する（図１８（Ｇ））。
【００９４】
　表示制御部２５は、上記第１の実施の形態の場合と同様に、映像信号Ｓdisp2の画像信
号Ｓsig2に基づいて画像信号Ｓsig3を生成して出力するとともに（図１８（Ｈ））、極性
基準信号Ｓpol2に基づいて極性信号Ｓpol3を生成して出力する（図１８（Ｉ））。また、
バックライト制御部２６は、上記第１の実施の形態の場合と同様に、バックライト基準信
号Ｓbl2に基づいてバックライト制御信号Ｓbl3を生成して出力する（図１８（Ｊ））。
【００９５】
　図１９は、動作モードＭ３における表示処理部５０のタイミング図を表すものであり、
（Ａ），（Ｂ）は、映像信号Ｓdisp0に係る垂直同期信号Ｖsync0および画像信号Ｓsig0を
それぞれ示し、（Ｃ）～（Ｅ）は、映像信号Ｓdisp2に係る垂直同期信号Ｖsync2、水平同
期信号Ｈsync2、および画像信号Ｓsig2をそれぞれ示し、（Ｆ）は極性基準信号Ｓpol2を
示し、（Ｇ）はバックライト基準信号Ｓbl2を示し、（Ｈ）は画像信号Ｓsig3を示し、（
Ｉ）は極性信号Ｓpol3を示し、（Ｊ）はバックライト制御信号Ｓbl3を示す。
【００９６】
　フレームレート変換部６０は、動作モードＭ３を示す動作モード信号Ｓmodeに基づいて
、フレームレート変換比Ｒ２を１に設定し、映像信号Ｓdispを映像信号Ｓdisp2として出
力する（図１９（Ｃ）～（Ｅ））。すなわち、フレームレート変換部６０は、周期Ｔ０＝
１６．７［msec］（＝１／６０［Ｈｚ］）の周期で、フレーム画像Ｆを画像信号Ｓsig2と
して出力する。その際、フレームレート変換部６０は、周期Ｔ０の期間のうちの１／４の
期間（タイミングｔ６０～ｔ６１の期間）に、フレーム画像Ｆに係る画像信号Ｓsig2を出
力する。
【００９７】
　そして、基準信号生成部５１は、供給された垂直同期信号Ｖsync2のパルスに同期して
反転する極性基準信号Ｓpol2を生成して出力するとともに（図１９（Ｆ））、この垂直同
期信号Ｖsync2をバックライト基準信号Ｓbl2として出力する（図１９（Ｇ））。
【００９８】
　表示制御部２５は、上記第１の実施の形態の場合と同様に、映像信号Ｓdisp2の画像信
号Ｓsig2に基づいて画像信号Ｓsig3を生成して出力するとともに（図１９（Ｈ））、極性
基準信号Ｓpol2に基づいて極性信号Ｓpol3を生成して出力する（図１９（Ｉ））。また、
バックライト制御部２６は、上記第１の実施の形態の場合と同様に、バックライト基準信
号Ｓbl2に基づいてバックライト制御信号Ｓbl3を生成して出力する（図１９（Ｊ））。
【００９９】
　以上のように本実施の形態では、フレームレート変換部が、動作モードに応じたフレー
ムレート変換比を用いてフレームレート変換するようにしたので、必要な補間フレーム画
像Ｆ２のみを生成するため、消費電力を低減することができる。その他の効果は、上記第
１の実施の形態の場合と同様である。
【０１００】
［変形例２－１］
　上記実施の形態では、基準信号生成部５１は、垂直同期信号Ｖsync2に基づいて、極性
基準信号Ｓpol2およびバックライト基準信号Ｓbl2を生成したが、これに限定されるもの
ではなく、これに代えて、例えば、垂直同期信号Ｖsync2と動作モード信号Ｓmodeに基づ
いてこれらの信号を生成してもよい。以下に、その詳細を説明する。
【０１０１】
　図２０は、本変形例に係る表示処理部５０Ｂの一構成例を表すものである。表示処理部
５０Ｂは、フレームレート変換部６０Ｂと、基準信号生成部５１Ｂとを備えている。フレ
ームレート変換部６０Ｂは、図１６に示したフレームレート変換部６０において、動作モ
ード制御部６５から出力される動作モード信号Ｓmodeを、フレームレート変換部６０Ｂの
外部にも出力するように構成したものである。基準信号生成部５１Ｂは、垂直同期信号Ｖ
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sync2と動作モード信号Ｓmodeに基づいて、極性基準信号Ｓpol2およびバックライト基準
信号Ｓbl2を生成して出力するものである。
【０１０２】
　図２１は、本変形例に係る表示処理部５０Ｂの、動作モードＭ３におけるタイミング図
を表すものであり、（Ａ），（Ｂ）は、映像信号Ｓdisp0に係る垂直同期信号Ｖsync0およ
び画像信号Ｓsig0をそれぞれ示し、（Ｃ）～（Ｅ）は、映像信号Ｓdisp2に係る垂直同期
信号Ｖsync2、水平同期信号Ｈsync2、および画像信号Ｓsig2をそれぞれ示し、（Ｆ）は極
性基準信号Ｓpol2を示し、（Ｇ）はバックライト基準信号Ｓbl2を示し、（Ｈ）は画像信
号Ｓsig3を示し、（Ｉ）は極性信号Ｓpol3を示し、（Ｊ）はバックライト制御信号Ｓbl3
を示す。
【０１０３】
　フレームレート変換部６０Ｂの動作モード制御部６５は、動き量Ａに基づいて、表示装
置が動作モードＭ３で動作すべきと判断し、その旨を指示する動作モード信号Ｓmodeを基
準信号生成部５１Ｂに対して供給する。そして、基準信号生成部５１Ｂは、動作モードＭ
３を示す動作モード信号Ｓmodeに基づいて、この例では、垂直同期信号Ｖsync2のパルス
から所定の時間Ｔdblの後にパルスが生じるバックライト基準信号Ｓbl2を生成する（図２
１（Ｇ））。そして、バックライト制御部２６は、バックライト基準信号Ｓbl2に基づい
てバックライト制御信号Ｓbl3を生成して出力する（図２１（Ｊ））。この場合には、図
１９の場合に比べて、より遅いタイミングでバックライト１４を点灯させることができる
。
【０１０４】
　また、上記変形例では、基準信号生成部５１Ｂは、垂直同期信号Ｖsync2と動作モード
信号Ｓmodeに基づいてバックライト基準信号Ｓbl2を生成したが、図２２に示したように
、垂直同期信号Ｖsync2と動作モード信号Ｓmodeに基づいて極性基準信号Ｓpol2を生成し
てもよい。この例では、基準信号生成部５１Ｂは、動作モードＭ３を示す動作モード信号
Ｓmodeに基づいて、垂直同期信号Ｖsync2のパルスから所定の時間Ｔdpolの後に反転する
極性基準信号Ｓpol2を生成する（図２２（Ｆ））。
【０１０５】
［変形例２－２］
　また、上記実施の形態では、フレームレート変換部６０は、補間フレーム画像Ｆ２を生
成することによりフレームレート変換を行うようにしたが、これに限定されるものではな
く、これに代えて、上記第１の実施の形態の変形例１－３と同様に、供給されたフレーム
画像Ｆを繰り返すことによりフレームレート変換を行うようにしてもよい。
【０１０６】
＜３．第３の実施の形態＞
　次に、第３の実施の形態に係る表示装置３について説明する。本実施の形態は、上記第
１の実施の形態に係る表示装置１において、動作モードの制御方法を変更したものである
。すなわち、上記第１の実施の形態では、動きベクトルに基づいて動作モードを制御した
が、本実施の形態では、表示する番組のコンテンツに基づいて動作モードを制御している
。なお、上記第１の実施の形態に係る表示装置１と実質的に同一の構成部分には同一の符
号を付し、適宜説明を省略する。
【０１０７】
　図２３は、本実施の形態に係る表示装置３の一構成例を表すものである。表示装置３は
、チューナ１６と、動作モード制御部１７と、表示処理部７０とを備えている。
【０１０８】
　チューナ１６は、アンテナＡntにおいて受信された放送波から、所望の映像信号（スト
リーム）を選択するとともに、ＥＰＧ（電子番組表；Electronic Program Guide）信号を
受信してＥＰＧ信号Ｓepgとして動作モード制御部１７に供給するものである。
【０１０９】
　動作モード制御部１７は、ＥＰＧ信号Ｓepgに基づいて、動作モードＭ１～Ｍ３を判断
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し、動作モード信号Ｓmodeとして出力するものである。
【０１１０】
　図２４は、受信したＥＰＧ信号に係る電子番組表の一例を表すものである。動作モード
制御部１７は、例えば、表示するコンテンツがスポーツ番組（コンテンツＣ１）である場
合には、フレーム画像Ｆの変化が大きいと判断し、表示装置３が動作モードＭ１で動作す
べきと判断する。また、例えば、表示するコンテンツがアニメ番組（コンテンツＣ２）で
ある場合には、フレーム画像Ｆの変化はさほど大きくないと判断し、表示装置３が動作モ
ードＭ２で動作すべきと判断する。そして、例えば、表示するコンテンツがニュース番組
（コンテンツＣ３）である場合には、フレーム画像Ｆの変化は小さいと判断し、表示装置
３が動作モードＭ３で動作すべきと判断する。このように、表示装置３では、コンテンツ
により一意的に動作モードが判断され、そのコンテンツを表示している期間は動作モード
が固定される。
【０１１１】
　すなわち、上記第１の実施の形態に係る動作モード制御部２１は、フレーム画像Ｆの動
き量Ａに基づいて動作モードＭ１～Ｍ３を判断したが、本実施の形態に係る動作モード制
御部１７は、フレーム画像Ｆの動き量Ａを直接検出せず、コンテンツに基づいて間接的に
フレーム画像Ｆの動き量を推定して動作モードＭ１～Ｍ３を判断するものである。
【０１１２】
　図２５は、表示処理部７０の一構成例を表すものである。表示処理部７０は、フレーム
レート変換部７７を備えている。フレームレート変換部７７は、上記第１の実施の形態に
係るフレームレート変換部３０（図４）において、動きベクトル検出部３２から出力され
る動きベクトル信号Ｓｖを外部に出力しないように構成したものである。また、表示処理
部７０では、上述した動作モード制御部１７から供給された動作モード信号Ｓmodeが、信
号処理部２２に入力されるようになっている。
【０１１３】
　以上のように本実施の形態では、ＥＰＧ信号に基づいて動作モードを判断するようにし
たので、動作モードの判断をよりシンプルにすることができる。
【０１１４】
　また、本実施の形態では、コンテンツに基づいて動作モードを判断するようにしたので
、そのコンテンツが表示されているときは同じ動作モードで動作し、途中で動作モードが
変化することがないため、観察者が表示映像を不自然に感じるおそれを低減することがで
きる。
【０１１５】
　その他の効果は、上記第１の実施の形態の場合と同様である。
【０１１６】
［変形例３－１］
　上記実施の形態では、第１の実施の形態に係る表示装置１において、動作モードの制御
方法を、表示する番組のコンテンツに基づく方法に変更したが、これに限定されるもので
はなく、これに代えて、例えば、第２の実施の形態に係る表示装置２において、動作モー
ドの制御方法を、同様に変更してもよい。以下に、その詳細を説明する。
【０１１７】
　図２６は、本変形例に係る表示処理部７０Ｂの一構成例を表すものである。表示処理部
７０Ｂは、フレームレート変換部８０を備えている。
【０１１８】
　図２７は、フレームレート変換部８０の一構成例を表すものである。フレームレート変
換部８０は、上記第２の実施の形態に係るフレームレート変換部６０において、動作モー
ド制御部６５を省くと共に、外部から動作モード信号Ｓmodeをフレーム補間部６３および
タイミング制御部６４に対して供給するように構成したものである。
【０１１９】
　以上、いくつかの実施の形態および変形例を挙げて本技術を説明したが、本技術はこれ
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【０１２０】
　例えば、第１および第２の実施の形態では、動きベクトルに基づいて動作モードＭ１～
Ｍ３を変化させるようにし、また、第３の実施の形態では、ＥＰＧに基づいて動作モード
Ｍ１～Ｍ３を変化させるようにしたが、これに限定されるものではなく、例えば、動きベ
クトルとＥＰＧの両方に基づいて動作モードを変化させてもよい。具体的には、例えば、
ＥＰＧに基づいて表示する番組のコンテンツを取得し、そのコンテンツに応じて動作モー
ドＭ１～Ｍ３を判断する際のしきい値ＴＨ１，ＴＨ２を変化させるようにしてもよい。よ
り具体的には、例えば、表示するコンテンツがスポーツ番組（コンテンツＣ１）である場
合には、しきい値ＴＨ１，ＴＨ２をともに低めの値に設定する。これにより、試合をして
いるシーンでは動作モードＭ１が選択され、解説者が解説しているシーンでは動作モード
Ｍ３が選択される。また、例えば、表示するコンテンツがニュース番組（コンテンツＣ３
）である場合には、しきい値ＴＨ１，ＴＨ２をともに高めの値に設定する。これにより、
動作モードＭ３が選択されやすくすることができる。ここで、動作モード制御部１７のう
ちのコンテンツを検出する部分は、本開示における「コンテンツ検出部」の一具体例に対
応する。
【０１２１】
　また、例えば、上記実施の形態等では、液晶表示パネルを用いたが、これに限定される
ものではなく、これに代えて、例えば、図２８に示したように、プラズマ表示パネルのよ
うな自発光の表示パネルを用いても良い。その場合には、バックライト制御部２６は省略
され、また、表示制御部２５は、このような表示パネルの制御に適した信号を出力するよ
うに構成される。
【符号の説明】
【０１２２】
　１，２…表示装置、１１…チューナ、１２…ＨＤＭＩレシーバ、１３…セレクタ、１４
…バックライト、２０，５０，５０Ｂ，７０，７０Ｂ…表示処理部、２１，６５…動作モ
ード制御部、２２…信号処理部、２３…画像信号処理部、２４，５１，５１Ｂ…基準信号
生成部、２５…表示制御部、２６…バックライト制御部、３０，６０，６０Ｂ，７７，８
０…フレームレート変換部、３１…フレームメモリ、３２…動きベクトル検出部、３３…
フレーム補間部、３４…タイミング制御部、４０…液晶表示パネル、４１…ゲートドライ
バ、４２…データドライバ、４３…共通信号ドライバ、４４…表示部、２０１…駆動基板
、２０２…画素電極、２０３…液晶層、２０４…対向電極、２０５…対向基板、２０６ａ
，２０６ｂ…偏光板、Ａ…動き量、Ａnt…アンテナ、Ｃ１～Ｃ３…コンテンツ、ＣＯＭ…
共通電極、Ｃｓ…保持容量素子、ＣＳＬ…保持容量線、Ｆ…フレーム画像、Ｆ２…補間フ
レーム画像、ＦＩＤ…フレーム識別番号、ＧＣＬ…ゲート線、ＬＣ…液晶素子、Ｍ１～Ｍ
３…動作モード、Ｐix…画素、Ｓbl2…バックライト基準信号、Ｓbl3…バックライト制御
信号、Ｓdisp，Ｓdisp0，Ｓdisp2…映像信号、ＳＧＬ…データ線、Ｓepg…ＥＰＧ信号、
Ｓid…フレーム識別信号、Ｓmode…動作モード信号、Ｓpol2…極性基準信号、Ｓpol3…極
性信号、Ｓsig，Ｓsig0，Ｓsig2，Ｓsig3…画像信号、Ｓｖ…動きベクトル信号、ＴＨ１
，ＴＨ２…しきい値、Ｔｒ…ＴＦＴ素子、Ｈsync，Ｈsync0，Ｈsync2…水平同期信号、Ｖ
sync，Ｖsync0，Ｖsync2…垂直同期信号。
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